
政
令
第
百
六
号

総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
第
三
項
並
び

に
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
第
四
号
中
「
事
項
の
う
ち
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
制
度
に
関
す

る
も
の
の
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
四
十
八
条
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
八
号
を
同
条
第
七
号
と
す
る
。

第
百
十
九
条
第
一
項
中
「
三
人
」
の
下
に
「
、
統
計
調
整
官
一
人
」
を
加
え
、
「
、
恩
給
企
画
管
理
官
一
人
及
び
恩
給
業
務

管
理
官
」
を
「
及
び
恩
給
管
理
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
四
条
第
二
号
（
同
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
」
を
「
第
十
四
条
第
二
号
イ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
限
る
」
を
「
限
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
削

り
、
同
条
第
五
項
中
「
恩
給
企
画
管
理
官
」
を
「
恩
給
管
理
官
」
に
、
「
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
（
第
十
四
条
第
三



号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

統
計
調
整
官
は
、
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
助
け
る
。

一

統
計
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

統
計
委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
臨

時
交
付
金
」
を
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税
減
収
補
塡
特
別
交
付
金
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
九
条
第
六
号
中
「
関
す
る
こ
と
」
と

あ
る
の
は
、
「
関
す
る
こ
と
（
自
治
財
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

附
則
第
八
条
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
二
項
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
条
第
一
号
中
「
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。



附
則
第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
恩
給
企
画
管
理
官
」
を
「
恩
給
管
理
官
」
に
改
め
、
同
条
中
「
恩
給
企
画
管
理
官
」
を
「
恩

給
管
理
官
」
に
、
「
第
百
十
九
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
第
百
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
」
に
、
「
次
に
」
を
「
附

則
第
七
条
各
号
に
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附
則
第
二
十
一
条
を
削
り
、
附
則
第
二
十
二
条
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め

、
同
条
を
附
則
第
二
十
一
条
と
し
、
附
則
第
二
十
三
条
を
附
則
第
二
十
二
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

総
務
省
の
所
掌
事
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
本
省
に
統
計
調
整
官
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
恩
給
企
画
管
理
官
の
名

称
及
び
職
務
を
変
更
す
る
ほ
か
、
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課
及
び
地
域
政
策
課
の
所
掌
事
務
を
変
更
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。


